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 業績予想及び期末配当予想の修正並びに役員報酬等の減額に関するお知らせ  

 

 

最近の業績動向を踏まえ、平成 20 年 10 月 31 日に公表した平成 21 年３月期（平成 20 年４月１日～平成 21

年３月 31 日）の通期業績予想及び期末配当予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。 

また、役員報酬等の減額につきましても、併せてお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．業績予想の修正 

（金額の単位：百万円）  

（１）平成 21 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 

当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 61,230 1,300 1,110 430 31.75

今回発表予想（Ｂ） 53,920 600 300 10 0.74

増減額（Ｂ－Ａ） △7,310 △700 △810 △420 ―― 

増 減 率 （ ％ ） △11.9 △53.8 △73.0 △97.7 ―― 

（ご参考）前期実績 

平成 20 年３月期 
63,148 2,790 2,690 1,330 102.02

 

（２）平成 21 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 

当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 48,200 480 570 230 16.98

今回発表予想（Ｂ） 43,920 30 330 50 3.70

増減額（Ｂ－Ａ） △4,280 △450 △240 △180 ―― 

増 減 率 （ ％ ） △8.9 △93.8 △42.1 △78.3 ―― 

（ご参考）前期実績 

平成 20 年３月期 
52,056 2,109 2,261 969 74.37



（３）修正の理由 

世界的な景気後退により、当社の主要顧客におきましては減産幅が拡大しており、今後もこの傾向が

継続するものと予想されます。当社におきましても、昨秋以降、車両及びＯＡ分野の主要顧客における

減産の影響を受けており、この減産幅についても拡大することが予想されます。これに対し、変動労務

費の削減及び設備投資凍結等による諸経費の圧縮を進めておりますが、これを上回るスピードで受注数

の減少が進行しております。また、これに加え一段の円高に伴う海外関係会社業績の邦貨換算による減

少影響もあり、売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益が前回の予想を大きく下回る見込となりま

したので、連結及び個別の通期業績予想を修正いたします。 

 

 

２．期末配当予想の修正 

（１）修正内容 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第２四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭

前回予想 

（平成 20 年５月 12 日発表） 
6.50 6.50 13.00

今回修正予想 ―― 1.50 8.00

当期実績 6.50 ―― ―― 

前期（平成 20 年３月期）実績 5.00 8.00 13.00

（注）前期実績の１株当たり配当金には、記念配当３円 00 銭を含んでおります。 

 

（２）修正の理由 

当社は、企業価値を高めながら株主の皆様に利益還元を図ることを経営の最重要課題のひとつと考えて

おり、事業の中長期的な展望のもとに、事業展開と財務体質の強化に努めるとともに、配当につきまして

も安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。 

しかしながら、今回の急激な経営環境の悪化は予想を大きく上回り、今回の通期業績予想の下方修正に

伴い誠に遺憾ではございますが、平成21年３月期の期末配当予想を１円50銭に修正させていただきます。 

株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、企業価値の向上及び収益体質の強化に向け、更なる

経営努力を重ねてまいる所存でございますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

３．役員報酬等の減額 

 今般の業績予想及び期末配当予想の修正を真摯に受け止め、経営責任を明確にするため、役員報酬等の

減額に着手しております。 

（１）役員報酬等の減額の内容 

社長執行役員 報酬月額の 30％を減額 

その他の執行役員 報酬月額の 10 ～ 20％を減額 

 

（２）監査役報酬の自主返上の内容 

監査役 報酬月額の５％を返上 

 

（３）対象期間 

平成 21 年１月から当面の間 

 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

以 上  


